
柏 崎 市 液 状 化 被 災 宅 地 復 旧 支 援 事 業 補 助 金 交 付 要 綱  

              令 和 ６ （ ２ ０ ２ ４ ） 年 ９ 月 ２ ４ 日 制 定  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 令 和 ６ 年 １ 月 １ 日 に 発 生 し た 令 和 ６ 年 能 登 半 島  

地 震 （ 以 下 「 地 震 」 と い う 。） に よ り 液 状 化 被 害 を 受 け た 宅 地 に お

い て 、 所 有 者 等 が 実 施 す る 宅 地 復 旧 に 要 す る 経 費 を 支 援 す る こ と を

目 的 に 、 宅 地 復 旧 を 実 施 し た 所 有 者 等 に 対 し 、 補 助 金 を 交 付 す る こ

と に つ い て 、 新 潟 県 柏 崎 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 ５ ０ 年 規 則 第 ２

９ 号 。 以 下 「 規 則 」 と い う 。） に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を

定 め る も の と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ ぞ  

れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  住 宅  本 市 の 区 域 内 の 専 ら 居 住 の 用 に 供 す る 建 築 物 又 は 建 築 物

の 部 分 で 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の を い う 。 た だ し 、 賃 貸 住 宅

（ 居 住 し て い る 世 帯 を 構 成 す る 者 が 所 有 し て お ら ず 、 賃 貸 借 契 約

に よ り 居 住 す る も の を い う 。） 又 は 企 業 、 団 体 等 の 社 宅 、 寮 そ の

他 こ れ ら に 類 す る 施 設 を 除 く 。  

ア  戸 建 て 住 宅 （ 独 立 し た 一 棟 の 住 宅 で あ っ て 、 一 の 住 戸 を 有 す  

る も の を い う 。）   

イ  分 譲 マ ン シ ョ ン （ 複 数 の 者 に 区 分 所 有 さ れ 、 各 住 戸 の 玄 関 に

至 る 共 用 の 廊 下 、 階 段 等 の 部 分 （ 以 下 「 共 用 廊 下 等 」 と い う 。）

を 有 す る 住 宅 で 、 複 数 の 住 戸 を 有 す る も の を い う 。 以 下 同 じ。） 

ウ  長 屋 （ 建 物 の 共 用 廊 下 等 を 持 た な い 住 宅 で 、 二 以 上 の 住 戸 を

有 す る も の を い う 。）  

エ  専 用 住 宅 （ 住 宅 の 全 て の 部 分 が 居 住 の 用 に 供 す る も の を い う  

。）  

オ  併 用 住 宅 （ 自 己 の 居 住 の 用 に 供 す る 部 分 及 び 店 舗 、 事 務 所 、  

作 業 場 等 の 用 に 供 す る 部 分 を 有 す る も の を い う 。）  

カ  多 世 帯 住 宅 （ 戸 建 て 住 宅 に お い て 、 複 数 の 世 帯 ご と に 居 室 、

台 所 、 便 所 等 の 生 活 ス ペ ー ス が 設 け ら れ て い る も の を い う 。）  



⑵  被 災 住 宅  住 宅 の う ち 、 地 震 に よ る 地 盤 の 液 状 化 に よ り 住 家 の

傾 斜 、 沈 下 等 の 被 害 を 受 け た も の で 、 災 害 対 策 基 本 法 （ 昭 和 ３ ６

年 法 律 第 ２ ２ ３ 号 ） 第 ９ ０ 条 の ２ に 基 づ く 調 査 に よ り 、 そ の 被 害

程 度 を 証 明 す る 書 面 （ 以 下 「 罹 災 証 明 書 」 と い う 。） に お い て 、

全 壊 、 大 規 模 半 壊 、 中 規 模 半 壊 、 半 壊 又 は 準 半 壊 と さ れ た も の

（ 罹 災 証 明 書 に お い て 、 準 半 壊 に 至 ら な い と さ れ た 住 宅 で 、 宅 地

に 液 状 化 に よ る 相 応 の 被 害 が 生 じ た と 市 長 が 認 め る も の を 含 む 。）

を い う 。  

⑶  被 災 宅 地  地 震 の 発 生 時 に お い て 、 被 災 住 宅 の 敷 地 と し て 供 さ

れ て い た 土 地 で 、 地 震 に よ る 地 盤 の 液 状 化 に よ り 地 割 れ 、 陥 没 等

の 被 害 を 受 け た も の を い う 。  

⑷  所 有 者 等  次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 を い う 。 た だ し 、 ア 若 し

く は イ と ウ 又 は ウ と エ が そ れ ぞ れ 異 な る 者 で あ る 場 合 は 、 も う 一

方 の 者 か ら 、 対 象 工 事 の 実 施 及 び こ の 要 綱 に よ る 補 助 （ 以 下 「 宅

地 復 旧 補 助 金 」 と い う 。） の 申 請 を す る こ と に つ い て 同 意 を 得 た

者 に 限 る 。  

ア  被 災 住 宅 （ 分 譲 マ ン シ ョ ン を 除 く 。） の 居 住 者 （ 罹 災 証 明 書

の 交 付 を 受 け た 世 帯 主 及 び そ の 者 が 属 す る 世 帯 を 構 成 す る 者 ）  

イ  ア に 掲 げ る 者 の 配 偶 者 又 は 扶 養 義 務 者 （ 民 法 （ 明 治 ２ ９ 年 法

律 第 ８ ９ 号 ） 第 ８ ７ ７ 条 第 １ 項 に よ り 規 定 す る 扶 養 義 務 者 で 、

ア に 掲 げ る 者 か ら 補 助 事 業 の 実 施 に つ い て 委 任 さ れ た 者 に 限 る 。

以 下 「 扶 養 義 務 者 等 」 と い う 。）  

ウ  被 災 宅 地 の 所 有 者  

エ  被 災 住 宅 （ 分 譲 マ ン シ ョ ン に 限 る 。） の 所 有 者 で 構 成 す る 管

理 組 合 等  

⑸  被 災 住 宅 関 連 支 援 事 業 等  次 の 事 業 を い う 。  

ア  災 害 救 助 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ １ ８ 号 ） 第 ４ 条 第 １ 項 第 ６

号 に 規 定 す る 住 宅 の 応 急 修 理 （ 以 下 「 住 宅 の 応 急 修 理 （ 国 制 度  

）」 と い う 。）  

イ  新 潟 県 被 災 者 住 宅 応 急 修 理 支 援 制 度 に 基 づ く 住 宅 の 応 急 修 理  

（ 補 助 金 の 交 付 対 象 ）  

第 ３ 条  宅 地 復 旧 補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 事 業 （ 以 下 「 補 助 事 業 」  



と い う 。） は 、 被 災 宅 地 又 は 被 災 住 宅 （ 以 下 「 被 災 宅 地 等 」 と い  

う 。） に お い て 所 有 者 等 が 発 注 し 、 居 住 者 が 住 み 続 け る た め に 行 う 、

次 に 掲 げ る 工 事 及 び 当 該 工 事 の た め に 実 施 し た 調 査 設 計 （ 以 下 「 対

象 工 事 」 と い う 。） と す る 。  

⑴  復 旧 工 事 （ 被 災 宅 地 を 原 形 に 復 旧 す る こ と を 基 本 と し た 次 に 掲

げ る 工 事 （ 構 造 基 準 を 満 た す も の へ 変 更 す る 工 事 を 含 む 。） を い

う 。）  

ア  の り 面 の 復 旧 工 事  

イ  擁 壁 の 復 旧 工 事  

ウ  地 盤 の 復 旧 工 事  

⑵  地 盤 改 良 工 事 （ 被 災 宅 地 に お け る 住 宅 の 沈 下 等 の 被 害 を 防 止 す

る た め の 住 宅 建 屋 （ 住 宅 及 び こ れ に 附 属 す る 建 築 物 を い う 。） 下

の 地 盤 改 良 工 事 を い う 。）  

⑶  住 宅 基 礎 の 傾 斜 修 復 工 事 （ 被 災 住 宅 建 屋 （ 被 災 住 宅 及 び こ れ に

附 属 す る 用 途 に 供 す る 建 築 物 を い う 。） の 基 礎 の 沈 下 又 は 傾 斜 を

修 復 す る 工 事 を い う 。）  

２  対 象 工 事 の 施 工 範 囲 は 、 地 震 に よ る 液 状 化 に よ り 被 害 が 生 じ た 箇  

所 及 び そ の 復 旧 の た め に 必 要 と 市 長 が 認 め る 部 分 と す る 。  

３  前 ２ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る も の  

は 、 対 象 と し な い 。  

⑴  過 去 に 宅 地 復 旧 補 助 金 を 受 け た 被 災 宅 地 等 に お け る 工 事  

⑵  中 小 企 業 特 定 施 設 等 災 害 復 旧 費 補 助 金 等 の 他 の 補 助 制 度 の 対 象

と な る 被 災 宅 地 等 の 被 害 等 に 係 る 工 事 で あ っ て 、 市 長 が 宅 地 復 旧

補 助 金 の 交 付 対 象 に 該 当 し な い と 認 め る も の  

⑶  宅 地 開 発 な ど の 事 業 の 用 に 供 さ れ て い る 被 災 宅 地 に お け る 工 事  

⑷  併 用 住 宅 の 用 に 供 さ れ て い る 被 災 宅 地 等 又 は 併 用 住 宅 に お け る

工 事 で 非 住 宅 部 分 に 関 す る も の  

⑸  被 災 宅 地 等 に お い て 、 宅 地 復 旧 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る

者 （ 以 下 「 申 請 者 」 と い う 。） 又 は 宅 地 復 旧 補 助 金 の 交 付 決 定 の

通 知 を 受 け て 補 助 事 業 を 行 う 申 請 者 （ 以 下 「 補 助 事 業 者 」 と い

う 。） が 発 注 等 を せ ず に 自 ら 行 う 工 事  

⑹  対 象 と な る 被 災 宅 地 等 に 適 用 さ れ る 法 令 、 条 例 、 規 則 又 は こ の



要 綱 に 基 づ き 市 長 が 行 っ た 指 示 等 に 違 反 し た 所 有 者 等 が 行 う 工 事  

（ 補 助 金 の 額 等 ）  

第 ４ 条  宅 地 復 旧 補 助 金 の 額 は 、 対 象 工 事 に 要 す る 費 用 （ 消 費 税 及 び  

地 方 消 費 税 相 当 額 を 含 む 。 以 下 「 対 象 工 事 実 額 」 と い う 。） か ら ５

０ 万 円 を 控 除 し た 額 に ３ 分 の ２ を 乗 じ て 得 た 額 か ら 被 災 住 宅 の 居 住

者 が 活 用 し て い る 被 災 住 宅 関 連 支 援 事 業 等 に 係 る 補 助 金 等 の 額 （ 住

宅 の 応 急 修 理 （ 国 制 度 ） に つ い て は 当 該 支 援 の 額 の う ち ５ ０ 万 円 を

超 え た 部 分 に 限 る 。 以 下 同 じ 。） を 控 除 し た 額 と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 対 象 工 事 実 額 は １ ２ ０ ０ 万 円 を 上 限 と  

し 、 宅 地 復 旧 補 助 金 の 額 は 被 災 住 宅 関 連 支 援 事 業 等 に 係 る 補 助 金 等

の 額 を 含 め て ７ ６ ６ 万 ６ 千 円 を 上 限 と す る 。  

３  第 １ 項 の 規 定 に よ り 算 定 し た 宅 地 復 旧 補 助 金 の 額 に 千 円 未 満 の 端  

数 が 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て る も の と す る 。  

４  特 別 の 定 め が あ る と き を 除 き 、 一 の 被 災 宅 地 等 を 複 数 の 所 有 者 が  

共 有 し て い る 場 合 は 、 市 長 は 、 当 該 所 有 者 の 全 て を １ 人 の 所 有 者 等

と み な し て 宅 地 復 旧 補 助 金 の 額 を 算 定 す る も の と す る 。  

５  分 譲 マ ン シ ョ ン に お け る 申 請 の 場 合 は 、 当 該 分 譲 マ ン シ ョ ン の 敷  

地 又 は 住 宅 を 一 の 被 災 宅 地 等 と み な し 、 第 １ 項 中 「 被 災 住 宅 の 居 住

者 が 活 用 し て い る 被 災 住 宅 関 連 支 援 事 業 等 に 係 る 補 助 金 等 の 額 （ 住

宅 の 応 急 修 理 （ 国 制 度 ） に つ い て は 当 該 支 援 の 額 の う ち ５ ０ 万 円 を

超 え た 部 分 に 限 る 。 以 下 同 じ 。） を 控 除 し た 額 」 と あ る の は 「 当 該

分 譲 マ ン シ ョ ン の 所 有 者 で 構 成 す る 管 理 組 合 等 が 活 用 し て い る 被 災

住 宅 関 連 支 援 事 業 等 の う ち 宅 地 復 旧 補 助 金 の 補 助 対 象 実 額 に 含 ま れ

る 工 事 と 重 複 し て い る 工 事 に 係 る 補 助 金 等 の 額 」 と 読 み 替 え て 、 宅

地 復 旧 補 助 金 の 額 を 算 定 す る も の と す る 。  

６  長 屋 に お け る 申 請 の 場 合 は 、 そ の 住 戸 ご と に 一 の 被 災 宅 地 等 と み  

な し て 宅 地 復 旧 補 助 金 の 額 を 算 定 で き る も の と す る 。  

７  多 世 帯 住 宅 に お け る 申 請 の 場 合 は 、 そ の 世 帯 ご と に 一 の 被 災 宅 地  

等 と み な し て 宅 地 復 旧 補 助 金 の 額 を 算 定 で き る も の と す る 。  

（ 補 助 金 の 交 付 申 請 ）  

第 ５ 条  申 請 者 は 、 対 象 工 事 の 着 手 前 に 、 補 助 金 の 交 付 を 申 請 し な け  

れ ば な ら な い 。  



２  前 項 に 規 定 す る 補 助 金 の 交 付 申 請 を 行 う 場 合 に お い て は 、 柏 崎 市  

液 状 化 被 災 宅 地 復 旧 支 援 事 業  補 助 金 交 付 申 請 書 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ）

に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴  柏 崎 市 液 状 化 被 災 宅 地 復 旧 支 援 事 業  事 業 概 要 ・ 補 助 金 額 算 定

書 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ）  

⑵  柏 崎 市 液 状 化 被 災 宅 地 復 旧 支 援 事 業  液 状 化 被 災 状 況 説 明 書

（ 別 記 第 ３ 号 様 式 ）  

⑶  対 象 工 事 の 設 計 図 （ 市 長 が 求 め る 場 合 に 限 る 。）  

⑷  対 象 工 事 の 見 積 書 等 の 写 し  

⑸  被 災 住 宅 の 全 景 写 真  

⑹  対 象 工 事 の 施 工 前 の 状 況 を 確 認 で き る 写 真 等  

⑺  地 震 に 係 る 罹 災 証 明 書 の 写 し  

⑻  第 ２ 条 第 ４ 号 ア 、 イ 若 し く は エ 又 は ウ に 掲 げ る 者 の 同 意 書 （ そ

れ ぞ れ の 者 が 申 請 者 と 異 な る 場 合 に 限 る 。）  

⑼  被 災 宅 地 等 の 管 理 組 合 等 の 決 議 を 経 て い る こ と を 証 す る 書 類

（ 分 譲 マ ン シ ョ ン の 管 理 組 合 等 が 申 請 す る 場 合 に 限 る 。）  

⑽  宅 地 の 登 記 全 部 事 項 証 明 書 （ 土 地 ） （ 第 ２ 条 第 ４ 号 ウ に 掲 げ る

者 が 申 請 す る 場 合 に 限 る 。）  

⑾  住 民 票 の 写 し （ 罹 災 証 明 書 の 世 帯 主 以 外 の 居 住 者 が 申 請 す る 場  

合 に 限 る 。）  

⑿  申 請 者 と 被 災 住 宅 の 居 住 者 の 続 柄 を 証 明 す る 書 類 （ 扶 養 義 務 者

等 が 申 請 す る 場 合 に 限 る 。）  

⒀  被 災 住 宅 関 連 支 援 事 業 等 に 係 る 補 助 金 等 の 額 が 確 認 で き る 書 類

（ 被 災 住 宅 関 連 支 援 事 業 等 を 活 用 し て い る 場 合 に 限 る 。）  

⒁  住 宅 部 分 と 非 住 宅 部 分 の 面 積 が 確 認 で き る 図 面 （ 住 宅 平 面 図 、

敷 地 平 面 図 等 ） （ 併 用 住 宅 の 場 合 に 限 る 。）  

⒂  建 て 替 え る 住 宅 の 計 画 平 面 図 （ 住 宅 を 建 て 替 え る 場 合 に 限 る。） 

⒃  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

３  一 の 被 災 宅 地 等 を 複 数 の 所 有 者 で 共 有 し て い る と き は 、 当 該 共 有  

者 の う ち １ 人 の み が 申 請 者 に な る こ と が で き る も の と す る 。  

（ 補 助 金 の 交 付 ・ 不 交 付 の 決 定 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 宅 地 復 旧 補 助 金 の 交 付 申 請 が あ っ  



た と き は 、 速 や か に そ の 内 容 に つ い て 審 査 及 び 必 要 に 応 じ て 現 地 調

査 等 を 行 い 、 予 算 の 範 囲 内 に お い て 宅 地 復 旧 補 助 金 の 交 付 又 は 不 交

付 を 決 定 し 、 そ の 旨 を 柏 崎 市 液 状 化 被 災 宅 地 復 旧 支 援 事 業  補 助 金

交 付 （ 決 定 ・ 不 交 付 ） 通 知 書 （ 別 記 第 ４ 号 様 式 ） に よ り 申 請 者 に 通

知 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 宅 地 復 旧 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を す る 場 合 に お い て 、 宅 地  

復 旧 補 助 金 の 交 付 の 目 的 を 達 成 す る た め に 必 要 な 条 件 を 付 す こ と が

で き る 。  

（ 報 告 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ  

り 補 助 事 業 者 に 対 し 、 当 該 補 助 事 業 の 進 捗 状 況 に つ い て 報 告 を 求 め

る こ と が で き る 。  

（ 補 助 事 業 の 内 容 変 更 等 ）  

第 ８ 条  補 助 事 業 者 は 、 補 助 事 業 の 内 容 を 変 更 す る と き （ 次 に 掲 げ る  

軽 微 な 変 更 の 場 合 は 除 く 。） は 、 速 や か に 柏 崎 市 液 状 化 被 災 宅 地 復

旧 支 援 事 業  補 助 事 業 変 更 承 認 兼 補 助 金 変 更 交 付 申 請 書 （ 別 記 第 ５

号 様 式 ） に 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し 、 そ の 承

認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

⑴  補 助 事 業 の 内 容 を 実 質 的 に 変 更 す る も の で は な く 、 そ の 細 部 を  

変 更 す る も の  

⑵  被 災 住 宅 関 連 支 援 事 業 等 の 変 更 に 伴 い 宅 地 復 旧 補 助 金 の 額 が 変  

更 と な る も の  

⑶  補 助 事 業 の 交 付 決 定 を 受 け た 予 算 の 会 計 年 度 に お け る ３ 月 ３ １  

日 を 超 え な い 範 囲 で 完 了 予 定 年 月 日 を 変 更 す る も の  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 を 受 理 し た と き は 、 当 該 申 請 の 内  

容 を 審 査 し 、 そ の 変 更 を 承 認 し た と き は 、 柏 崎 市 液 状 化 被 災 宅 地 復

旧 支 援 事 業  補 助 金 変 更 承 認 ・ 交 付 決 定 変 更 通 知 書 （ 別 記 第 ６ 号 様

式 ） に よ り 補 助 事 業 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 補 助 事 業 の 廃 止 ）  

第 ９ 条  補 助 事 業 者 は 、 補 助 事 業 を 廃 止 し よ う と す る と き は 、 速 や か  

に 柏 崎 市 液 状 化 被 災 宅 地 復 旧 支 援 事 業  補 助 事 業 廃 止 承 認 申 請 書

（ 別 記 第 ７ 号 様 式 ） を 市 長 に 提 出 し 、 そ の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら



な い 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 申 請 を 受 理 し た と き は 、 当 該 申 請 の 内  

容 を 審 査 し 、 そ の 廃 止 を 承 認 し た と き は 当 該 承 認 に 係 る 宅 地 復 旧 補

助 金 の 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 取 り 消 し 、 そ の 旨 を 柏 崎 市 液 状 化 被 災

宅 地 復 旧 支 援 事 業  補 助 金 廃 止 承 認 ・ 交 付 決 定 取 消 通 知 書 （ 別 記 第

８ 号 様 式 ） に よ り 補 助 事 業 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 補 助 事 業 の 完 了 ）  

第 １ ０ 条  補 助 事 業 者 は 、 補 助 事 業 が 完 了 し た と き は 、 速 や か に 柏 崎  

市 液 状 化 被 災 宅 地 復 旧 支 援 事 業  実 績 報 告 書 （ 別 記 第 ９ 号 様 式 ） に

次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴  柏 崎 市 液 状 化 被 災 宅 地 復 旧 支 援 事 業  事 業 概 要 ・ 補 助 金 額 算 定

書 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ）  

⑵  対 象 工 事 に 要 し た 費 用 を 補 助 事 業 者 が 支 払 っ た こ と が 確 認 で き

る 領 収 書 等 の 写 し  

⑶  工 事 施 工 中 及 び 工 事 施 工 後 の 写 真 （ 工 事 施 工 中 の 写 真 は 工 事 完

了 時 点 に お い て 隠 蔽 さ れ る 部 分 に 限 る 。）  

⑷  補 助 事 業 の 内 容 に 変 更 （ 第 ８ 条 第 １ 項 第 １ 号 又 は 第 ３ 号 に 規 定

す る 軽 微 な 変 更 に 限 る 。） が あ っ た 場 合 に お い て は 、 当 該 変 更 に

係 る 書 類  

⑸  そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る も の  

２  補 助 事 業 者 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 実 績 報 告 書 を 提 出 す る と き に お  

い て 、 第 ８ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 軽 微 な 変 更 に 伴 い 、 宅 地 復 旧

補 助 金 の 額 に 変 更 が あ っ た 場 合 は 、 前 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 に 加 え 、

柏 崎 市 液 状 化 被 災 宅 地 復 旧 支 援 事 業  補 助 事 業 変 更 申 出 書 （ 別 記 第

１ ０ 号 様 式 ） を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

３  第 １ 項 の 規 定 に よ る 実 績 報 告 書 は 、 補 助 事 業 の 交 付 決 定 を 受 け た  

予 算 の 会 計 年 度 に お け る ３ 月 ３ １ 日 （ そ の 日 が 閉 庁 日 の 場 合 は そ の

直 前 の 開 庁 日 ） ま で に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 補 助 金 の 額 の 確 定 及 び 交 付 ）  

第 １ １ 条  市 長 は 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 実 績 報 告 書 を 受 理 し た と  

き （ 次 項 に 掲 げ る 場 合 を 除 く 。） は 、 速 や か に そ の 内 容 に つ い て 審

査 及 び 必 要 に 応 じ て 現 地 調 査 等 を 行 い 、 適 当 と 認 め た と き は 宅 地 復



旧 補 助 金 の 額 を 確 定 の 上 、 柏 崎 市 液 状 化 被 災 宅 地 復 旧 支 援 事 業  補

助 金 確 定 通 知 書 （ 別 記 第 １ １ 号 様 式 ） に よ り 補 助 事 業 者 に 通 知 し 、

宅 地 復 旧 補 助 金 を 交 付 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 前 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 補 助 事 業 変 更 申 出 書 が 添 付 さ れ  

た 実 績 報 告 書 を 受 理 し た と き は 、 速 や か に そ の 内 容 に つ い て 審 査 及

び 必 要 に 応 じ て 現 地 調 査 等 を 行 い 、 適 当 と 認 め た と き は 補 助 事 業 の

変 更 の 承 認 及 び 宅 地 復 旧 補 助 金 の 額 を 確 定 の 上 、 柏 崎 市 液 状 化 被 災

宅 地 復 旧 支 援 事 業  補 助 金 変 更 承 認 ・ 交 付 決 定 変 更 兼 補 助 金 確 定 通

知 書 （ 別 記 第 １ ２ 号 様 式 ） に よ り 補 助 事 業 者 に 通 知 し 、 宅 地 復 旧 補

助 金 を 交 付 す る も の と す る 。  

（ 事 務 手 続 の 代 行 ）  

第 １ ２ 条  申 請 者 又 は 補 助 事 業 者 は 、 宅 地 復 旧 補 助 金 の 申 請 等 に 係 る  

事 務 の 手 続 を 第 三 者 に 代 行 さ せ る こ と が で き る 。  

（ 補 助 金 交 付 決 定 の 取 消 し 等 ）  

第 １ ３ 条  市 長 は 、 補 助 事 業 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認  

め る と き は 、 宅 地 復 旧 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

⑴  偽 り そ の 他 不 正 の 手 段 に よ り 宅 地 復 旧 補 助 金 の 交 付 の 決 定 を 受

け た と き 。  

⑵  宅 地 復 旧 補 助 金 の 交 付 の 決 定 の 内 容 又 は こ れ に 付 し た 条 件 に 違

反 し た と き 。  

⑶  宅 地 復 旧 補 助 金 の 交 付 の 決 定 後 に 対 象 工 事 で な い こ と が 判 明 し

た と き 。  

⑷  暴 力 団 、 暴 力 団 員 又 は 暴 力 団 若 し く は 暴 力 団 員 と 社 会 的 に 非 難

さ れ る べ き 関 係 を 有 す る も の で あ る と き 。  

⑸  そ の 他 関 係 法 令 及 び こ の 要 綱 の 規 定 に 違 反 し た と き 。  

２  前 項 の 規 定 は 、 交 付 す べ き 補 助 金 の 額 の 確 定 が あ っ た 後 に お い て  

も 適 用 が あ る も の と す る 。  

３  市 長 は 、 第 １ 項 の 規 定 に よ る 取 消 し を し た 場 合 は 、 柏 崎 市 液 状 化  

被 災 宅 地 復 旧 支 援 事 業  補 助 金 決 定 取 消 通 知 書 （ 別 記 第 １ ３ 号 様 式 ）

に よ り 補 助 事 業 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

（ 補 助 金 の 返 還 ）  

第 １ ４ 条  市 長 は 、 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 取 消 し を し た 場 合 に お い  



て 、 当 該 取 消 し に 係 る 部 分 に 関 し 既 に 宅 地 復 旧 補 助 金 が 交 付 さ れ て

い る と き は 、 補 助 事 業 者 に 対 し 、 柏 崎 市 液 状 化 被 災 宅 地 復 旧 支 援 事

業  補 助 金 返 還 命 令 書 （ 別 記 第 １ ４ 号 様 式 ） に よ り 期 限 を 定 め て そ

の 返 還 を 命 ず る も の と す る 。  

（ 関 係 書 類 の 整 備 及 び 保 存 ）  

第 １ ５ 条  補 助 事 業 者 は 、 補 助 事 業 に 係 る 経 費 の 収 支 を 明 ら か に し た  

書 類 及 び 帳 簿 を 備 え 、 当 該 補 助 事 業 の 完 了 し た 日 の 属 す る 会 計 年 度

の 終 了 後 ５ 年 間 保 存 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 財 産 の 処 分 の 制 限 ）  

第 １ ６ 条  補 助 事 業 者 は 、 補 助 事 業 に よ り 取 得 し 、 又 は 効 用 の 増 加 し  

た 不 動 産 等 の 耐 用 年 数 を 勘 案 し て 適 当 な 期 間 、 善 良 な る 管 理 者 の 注

意 を も っ て 管 理 す る と と も に 、 市 長 の 承 認 を 受 け な い で 宅 地 復 旧 補

助 金 の 交 付 の 目 的 に 反 し て 使 用 し 、 譲 渡 し 、 交 換 し 、 貸 付 け 、 又 は  

担 保 に し て は な ら な い 。  

（ そ の 他 ）  

第 １ ７ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 宅 地 復 旧 補 助 金 の 交 付 に 関  

し 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 決 裁 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 宅 地 復 旧 補 助 金 交 付 の 特 例 ）  

２  令 和 ６ 年 １ 月 １ 日 か ら 令 和 ６ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日 ま で の 間 に 対 象 工 事  

に 着 手 し た 者 は 、 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 宅 地 復 旧 補 助

金 の 交 付 を 申 請 す る こ と が で き る 。  

３  令 和 ６ 年 １ 月 １ 日 か ら 令 和 ６ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日 ま で の 間 に 対 象 工 事  

に 着 手 し 、 既 に 対 象 工 事 の 代 金 の 支 払 い が 完 了 し て い る 者 は 、 第 ５

条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 柏 崎 市 液 状 化 被 災 宅 地 復 旧 支 援 事 業  

補 助 金 交 付 申 請 兼 実 績 報 告 書 （ 別 記 第 １ ５ 号 様 式 ） に 次 に 掲 げ る

書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 す る こ と で 宅 地 復 旧 補 助 金 の 交 付 を 申 請 す

る こ と が で き る 。  

⑴  第 ５ 条 第 ２ 項 各 号 に 掲 げ る 書 類  

⑵  第 １ ０ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 書 類  



４  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 補 助 金 交 付 申 請 兼 実 績 報 告 書 の 提 出 が  

あ っ た と き は 、 速 や か に そ の 内 容 に つ い て 審 査 及 び 必 要 に 応 じ て 現

地 調 査 等 を 行 い 、 予 算 の 範 囲 内 に お い て 補 助 金 の 交 付 又 は 不 交 付 の

決 定 並 び に 宅 地 復 旧 補 助 金 の 額 を 確 定 し 、 柏 崎 市 液 状 化 被 災 宅 地 復

旧 支 援 事 業  補 助 金 交 付 （ 決 定 ・ 不 交 付 ） 兼 確 定 通 知 書 （ 別 記 第 １

６ 号 様 式 ） に よ り 補 助 事 業 者 に 通 知 し 、 宅 地 復 旧 補 助 金 を 交 付 す る

も の と す る 。  

（ 要 綱 の 廃 止 ）  

５  こ の 要 綱 は 令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 を も っ て 失 効 す る 。 た だ し 、 同 日  

以 前 に 宅 地 復 旧 補 助 金 の 交 付 を 受 け た 者 に 対 す る 第 １ ３ 条 か ら 第 １

６ 条 ま で の 規 定 に つ い て は 、 こ の 要 綱 の 失 効 後 に お い て も 、 な お 効

力 を 有 す る 。  


